
●
中
国
の
「
村
」
と
は
？

　

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
み
て
、
中
国
の

地
域
社
会
や
住
民
の
組
織
化
と
い
う

テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
な
ぜ

「
村
」
や
共
有
資
源
に
着
目
す
る
の

か
、
と
い
う
疑
問
を
持
た
れ
た
読
者
も

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
、
中

国
の
「
村
」（
後
述
す
る
行
政
村
ま
た

は
村
民
小
組
）
と
い
う
単
位
の
持
つ
二

つ
の
制
度
的
特
徴
が
関
係
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
中
国
農
村
の
土
地
、
水
利
施

設
な
ど
の
資
源
は
私
有
で
は
な
く
集
団

所
有
で
あ
り
、「
村
」
が
そ
の
所
有
主

体
で
あ
る
。
次
に
、
中
国
の
「
村
」
は

日
本
の
市
町
村
な
ど
と
異
な
り
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
財
政
制
度
の
枠
外
に
お

か
れ
て
い
る
。
村
は
行
政
の
下
請
け
や

イ
ン
フ
ラ
建
設
な
ど
の
業
務
実
施
の
た

め
の
財
源
を
自
ら
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
中
国
農
村
で
は
、
各

「
村
」
が
所
有
す
る
固
有
の
資
源
を
経

営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
生
み
出

す
、
擬
似
企
業
体
的
な
性
格
を
有
し
て

い
る
。
本
稿
は
、
広
大
な
中
国
の
津
々

浦
々
の
村
が
、
同
一
の
制
度
の
も
と
知

恵
を
絞
っ
て
生
み
出
し
た
集
団
所
有
資

源
の
多
様
な
管
理
方
法
に
着
目
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
国
社
会
の
特
徴
を
捉

え
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

　

中
国
の
村
に
お
け
る
集
団
所
有
資
源

の
大
き
さ
と
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

強
さ
の
正
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
経

済
学
、
社
会
学
の
先
行
研
究
（
加
藤
編

［
一
九
九
五
］、
田
原
［
二
〇
〇
六
］

等
）
も
す
で
に
経
験
則
と
し
て
言
及
し

て
い
る
。
中
国
の
農
村
開
発
に
お
け
る

住
民
組
織
化
は
、
特
に
二
〇
〇
〇
年
代

半
ば
以
降
の
農
業
政
策
の
保
護
基
調
へ

の
転
換
後
（
池
上
［
二
〇
〇
九
］）、
農

村
向
け
補
助
事
業
や
政
策
財
政
投
資
の

増
加
と
共
に
政
策
的
に
も
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
本
来
個
人
主
義
的
で

地
縁
的
共
同
体
が
存
在
し
な
い
と
い
わ

れ
る
中
国
農
村
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
契
機
で
人
々
の
協
調
行
動
が
起
こ
る

か
と
い
う
問
題
を
地
域
社
会
の
性
質
に

即
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
実
務
的
な

課
題
に
も
貢
献
し
う
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
中
国
の
村
の
制
度
的
位
置
づ

け
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た

い
。
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
市
場
経
済

化
後
の
中
国
の
行
政
機
構
を
、
図
1
に

示
し
た
。
政
府
は
中
央
以
下
、
省
級
、

地
区
級
、
県
級
、
郷
鎮
級

ま
で
の
五
段
階
あ
り
、
そ

の
下
に
住
民
自
治
組
織

（「
集
団
」
と
も
い
う
）
で

あ
る
行
政
村
と
補
助
組
織

の
村
民
小
組
が
お
か
れ
て

い
る
。
な
お
、
人
民
公
社

期
は
現
在
の
郷
鎮
政
府
レ

ベ
ル
に
人
民
公
社
、
行
政

村
に
生
産
大
隊
、
村
民
小

組
に
生
産
隊
が
お
か
れ
て

い
た
。
行
政
村
は
政
府
と

農
村
住
民
を
つ
な
ぐ
普
遍

的
な
窓
口
で
あ
り
、
行
政
の
末
端
組
織

（
党
村
支
部
）
と
住
民
自
治
組
織
（
村

民
委
員
会
）
の
二
つ
の
組
織
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。
村
幹
部
は
上
級
政
府
の
指

示
に
従
い
つ
つ
も
、
三
年
に
一
度
の
住

民
選
挙
で
選
出
さ
れ
る
た
め
、
よ
り
よ

く
集
団
資
産
を
経
営
し
村
民
の
支
持
を

得
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持

つ
。

　

財
政
面
で
は
村
に
は
徴
税
権
が
な

く
、
伝
統
的
に
正
式
な
財
政
制
度
の
枠

外
に
お
か
れ
て
い
る
。
上
級
政
府
か
ら

の
再
分
配
機
能
も
弱
く
、
村
幹
部
の
人

件
費
以
外
は
一
部
の
地
域
で
公
共
事
業

の
補
助
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
市
場
経
済
化
後
は
農
民
か
ら
各
種

分
担
金
を
徴
収
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇

〇
年
代
に
本
格
化
し
た
税
費
改
革
に
よ

政
府

住
民
自
治
組
織

（
集
団
）

村民

村民小組

行政村
（村民委員会・党村支部）

郷鎮級（郷・鎮）

県級（県・市）

……………（生産隊）

……………（生産大隊）

……………（人民公社）

人民公社期

地区級（市・区）

省級（省・自治区・直轄市）

中央

（出所）筆者作成。

図 1　中国農村の行政機構

山
田
七
絵

中
国
の「
村
」を
理
解
す
る

―
共
有
資
源
管
理
を
手
掛
か
り
に
―

アジア農村における
住民組織のつくりかた
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り
廃
止
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
行
政
村

は
一
人
っ
子
政
策
の
実
施
な
ど
の
行
政

の
下
請
業
務
、
末
端
イ
ン
フ
ラ
の
供
給

な
ど
の
財
源
を
自
ら
確
保
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
集
団
所
有
資
産
の
経
営
に
よ

り
収
入
を
得
て
い
る
。
例
え
ば
、
長
江

デ
ル
タ
農
村
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
集

団
所
有
制
企
業
（
い
わ
ゆ
る
郷
鎮
企

業
）
の
成
功
に
よ
り
飛
躍
的
に
豊
か
に

な
り
、
近
年
東
部
沿
海
地
域
の
村
は
農

地
の
非
農
業
転
用
に
よ
り
莫
大
な
地
代

収
入
を
得
て
い
る
。
現
在
、
都
市
と
農

村
の
所
得
格
差
が
約
三
倍
に
拡
大
し
問

題
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
農
村
の
な

か
の
地
域
格
差
、
さ
ら
に
は
村
ご
と
の

集
団
資
産
経
営
の
成
否
に
よ
る
格
差
も

拡
大
し
て
い
る
。

　

第
一
次
全
国
農
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ

ば
、
農
村
の
土
地
の
所
有
主
体
は
行
政

村
と
村
民
小
組
が
約
半
数
で
あ
り
、
ど

ち
ら
が
所
有
主
体
と
な
る
か
は
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
歴
史
的
な
経
緯
に
よ
っ
て

異
な
る
。
同
資
料
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
五

年
時
点
の
行
政
村
の
総
数
は
六
四
万
一

三
九
組
織
、
一
村
あ
た
り
平
均
人
口
は

三
九
四
戸
、
一
一
六
四
人
で
あ
る
。

●
地
域
に
よ
る
集
落
形
態
の
違
い

　

地
形
や
自
然
条
件
、
歴
史
的
な
経
緯

に
よ
っ
て
中
国
各
地
の
集
落
形
態
は
多

様
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
半
の
事
例
研

究
で
取
り
上
げ
る
事
例
①
・
華
北
平
原

の
村
（
北
京
市
大
興
区
）
と
事
例
②
・

長
江
デ
ル
タ
の
村
（
江
蘇
省
無
錫
市
）

を
例
に
、
行
政
村
、
村
民
小
組
、
自
然

村
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る

（
図
2
）。

　

華
北
の
村
は
移
民
村
が
起
源
で
あ

り
、
軍
事
上
の
理
由
な
ど
か
ら
数
家
族

が
固
ま
っ
て
集
落
を
形
成
し
た
た
め
、

自
然
村
（
集
落
）
の
規
模
が
数
十
〜
数

百
戸
と
比
較
的
大
き
く
、
雑
姓
村
が
多

い
。
行
政
村
は
人
口
に
応
じ
て
人
工
的

に
作
ら
れ
た
単
位
で
あ
り
、
華
北
で
は

ほ
ぼ
自
然
村
の
範
囲
と
一
致
す
る
。
村

民
小
組
は
住
宅
の
位
置
な
ど
に
よ
っ
て

十
数
戸
ご
と
に
人
工
的
に
組
織
さ
れ
て

お
り
、
設
置
さ
れ
て
い
な
い
地
域
も
あ

る
。
人
民
公
社
時
代
の
生
産
隊
と
現
在

の
村
民
小
組
の
間
に
連
続
性
は
な
い
。

土
地
の
所
有
主
体
は
行
政
村
で
あ
る
。

　

一
方
、
長
江
デ
ル
タ
の
自
然
村
は
単

一
の
血
族
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
る
単
姓

村
が
多
く
、
規
模
が
十
数
〜
数
十
戸
と

小
さ
く
分
散
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
ひ

と
つ
の
行
政
村
に
複
数
の
自
然
村
が
含

ま
れ
る
。
人
口
の
多
い
自
然
村
の
場
合

複
数
の
村
民
小
組
に
分
割
さ
れ
る
が
、

村
民
小
組
と
自
然
村
は
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
一
九
五
〇
年
代

の
土
地
改
革
以
来
、
人
民
公
社
期
の
生

産
隊
か
ら
村
民
小
組
に
至
る
ま
で
メ
ン

バ
ー
シ
ッ
プ
は
ほ
ぼ
不
変
で
あ
る
。
村

民
小
組
は
土
地
の
所
有
主
体
で
も
あ

り
、
独
自
の
意
思
決
定
機
関
を
持
ち
、

血
族
の
利
益
を
代
表
す
る
社
会
的
単
位

で
あ
る
。
対
照
的
に
、
人
口
に
応
じ
て

人
工
的
に
決
定
さ
れ
た
行
政
村
は
小
組

間
の
利
害
対
立
の
調
整
役
に
過
ぎ
な
い
。

●�

資
源
管
理
に
お
け
る
村
の
役
割

に
対
す
る
評
価

　

現
在
の
「
村
が
資
源
を
管
理
す
る
」

と
い
う
開
発
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
国

内
外
で
賛
否
両
論
が
あ
る
。
近
年
し
ば

し
ば
報
道
さ
れ
る
、
農
地
の
不
正
収
用

を
め
ぐ
る
地
方
政
府
と
村
民
の
紛
争
か

ら
も
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、
国
内
で
は

否
定
的
な
意
見
が
多
い
。
代
表
的
な
主

張
は
、
村
が
村
民
の
了
解
を
得
ず
に
集

団
所
有
資
産
を
私
物
化
し
、
血
縁
者
な

ど
で
利
益
を
独
占
す
る
傾
向
が
あ
る
と

す
る
批
判
（
例
え
ば
劉
［
二
〇
〇

五
］）、
村
民
委
員
会
の
能
力
が
弱
く
村

民
に
十
分
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
て
い
な
い
と
い
う
批
判
（
例
え
ば
于

［
二
〇
〇
九
］）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
理
由
か
ら
、
批
判
的
な
論
者
は
農
村

の
土
地
の
私
有
化
を
進
め
る
べ
き
で
あ

る
と
主
張
す
る
。

（出所）筆者作成。

省道
河川

自然村

村道

行政村

ため池
村民小組

②長江デルタの村（江蘇省無錫市）：土地は村民小組所有。

自然村／行政村

村民小組
村道

ため池

自然村

高速道路

行政村

①華北の村（北京市大興区）：土地は行政村所有。

図 2　華北平原・長江下流域の集落形態の違い

中国の「村」を理解する ―共有資源管理を手掛かりに―
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二
〇
一
一
年
に
広
東
省
陸
豊
市
烏ウ

ー
カ
ン坎

村
で
発
生
し
た
紛
争
も
、
行
政
村
リ
ー

ダ
ー
一
族
が
集
団
所
有
地
を
長
期
に
わ

た
り
不
正
に
運
用
し
、
利
益
を
独
占
し

た
こ
と
か
ら
村
民
の
不
満
が
高
ま
っ
た

こ
と
が
発
端
で
あ
っ
た
（
事
件
の
詳
し

い
経
緯
は
任
［
二
〇
一
三
］）。
そ
の
意

味
で
は
珍
し
い
事
件
と
は
い
え
な
い

が
、
こ
の
事
件
が
国
際
的
な
注
目
を
集

め
た
理
由
は
、
近
年
中
国
で
多
発
す
る

集
団
所
有
地
を
め
ぐ
る
紛
争
の
な
か

で
、
政
府
が
住
民
に
対
し
大
幅
に
譲
歩

し
た
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
を
本
稿

の
視
点
か
ら
読
み
直
す
と
、
村
の
資
源

管
理
に
お
い
て
は
集
団
資
産
か
ら
得
ら

れ
る
利
益
分
配
の
公
平
性
、
透
明
性
を

ど
う
担
保
す
る
か
が
カ
ギ
で
あ
る
こ
と

が
推
測
で
き
る
。

　

比
較
的
肯
定
的
な
論
者
と
し
て
、
広

東
省
で
地
域
内
の
対
立
を
解
消
す
る
た

め
に
発
案
さ
れ
た
株
式
合
作
制
を
取
り

上
げ
たP

o

［2
0
1
1

］
が
あ
る
。
同
論

文
が
示
す
通
り
、
一
部
の
村
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
文
脈
に
沿
っ
た
集
団
資

産
の
運
営
方
法
に
関
す
る
ボ
ト
ム
ア
ッ

プ
型
の
改
革
が
行
わ
れ
、
新
し
い
制
度

を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

以
下
で
は
行
政
村
に
よ
る
株
式
合
作

制
の
土
地
資
源
管
理
と
村
民
小
組
に
よ

る
資
源
管
理
の
二
つ
の
事
例
を
通
し

て
、
集
団
所
有
資
源

の
管
理
を
め
ぐ
る
問

題
を
解
決
す
る
内
部

か
ら
の
制
度
革
新
に

つ
い
て
み
て
い
き
た

い
。
調
査
地
の
位
置

は
図
3
に
示
し
た
。

●�

事
例
①
：
華
北

平
原
に
お
け
る

行
政
村
に
よ
る

株
式
合
作
制

　

北
京
市
街
か
ら
南

東
方
向
へ
車
で
二
時

間
ほ
ど
の
河
北
省
と

の
境
界
に
ほ
ど
近
い

大
興
区
Ｎ
Ｆ
村
は
、
典
型
的
な
華
北
平

原
の
畑
作
地
域
で
あ
る
。
伝
統
的
な
小

麦
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
加
え
、
近
年
大

都
市
近
郊
の
地
の
利
を
生
か
し
て
発
展

し
た
野
菜
の
施
設
園
芸
が
発
展
し
て
い

る
。
一
人
あ
た
り
純
収
入
は
一
万
元
超

（
二
〇
〇
八
年
）
で
、
比
較
的
豊
か
な

地
域
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
自
然
村
と

行
政
村
の
範
囲
は
一
致
し
て
お
り
、
住

民
が
集
住
す
る
集
落
内
に
は
赤
レ
ン
ガ

の
四
角
い
壁
に
囲
ま
れ
た
平
屋
が
整
然

と
並
ん
で
い
る
。

　

Ｎ
Ｆ
村
で
は
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に

農
地
経
営
権
を
各
戸
に
分
配
し
、
個
別

経
営
を
開
始
し
た
。
当
初
は
順
調
に
農

業
生
産
が
伸
び
て
い
っ
た
が
、
二
〇
〇

〇
年
前
後
に
周
辺
地
域
に
工
業
団
地
が

建
設
さ
れ
て
農
外
就
業
機
会
が
増
加
し

た
た
め
、
村
内
で
耕
作
放
棄
が
顕
著
に

増
加
し
た
。
そ
こ
で
二
〇
〇
六
年
に
行

政
村
の
幹
部
が
専
業
合
作
社
（
農
協
の

一
種
）
を
設
立
し
、
耕
作
す
る
意
思
の

な
い
村
民
の
農
地
を
回
収
し
て
合
作
社

に
よ
る
小
麦
の
大
規
模
経
営
を
開
始
し

た
。
二
〇
〇
七
年
に
農
民
専
業
合
作
社

法
が
成
立
し
、
法
人
登
記
す
れ
ば
税
制

上
の
優
遇
、
補
助
金
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

Ｎ
Ｆ
村
専
業
合
作
社
は
、
土
地
株
式

合
作
制
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
制
度

で
は
、
村
民
が
土
地
を
合
作
社
に
出
資

す
る
際
、
一
・
五
ム
ー
（
ム
ー
は
中
国

の
面
積
単
位
。
一
ム
ー
は
約
六
・
七

ア
ー
ル
）
を
一
株
と
し
て
株
式
換
算

し
、
合
作
社
の
利
益
か
ら
株
数
に
応
じ

て
配
当
を
出
し
て
い
る
。
参
加
資
格
は

村
に
戸
籍
が
あ
る
こ
と
で
、
全
村
の
八

割
に
あ
た
る
一
三
八
〇
人
が
加
入
し
て

い
る
。
村
リ
ー
ダ
ー
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
村
に
戸
籍
が
あ
れ

ば
離
村
し
た
村
民
も
利
益
を
受
け
ら
れ

る
な
ど
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
、
利
益
分

配
の
方
法
が
明
確
な
点
が
村
民
代
表
会

議
で
支
持
さ
れ
、
導
入
に
至
っ
た
と
い

う
。

　

表
1
に
Ｎ
Ｆ
村
の
土
地
利
用
の
概
略

★調査地②無錫市宜興

調査地①北京市大興区
★

台湾

（出所）岡本［2008：iii］を参考に、筆者作成。

図 3　調査地の位置

表 1　北京市NF村の土地利用

土地種別 利用形態 面積（ムー） 経営者 作物・用途

農　地

集団経営 1,000 合作社 小麦、トウモロコシ

集団経営 800 合作社 樹木、キノコ

個人経営 1,300 村　民
自家用穀物、野菜、
花卉、畜産

荒れ地
個人経営 200 村　民 砂利採取

未利用 300 － －

工業用地 企業へ貸出 1,100 企　業 工業

（出所）村・合作社幹部からのヒアリングに基づき、筆者作成。
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を
示
し
た
。
農
地
の
半
分
以
上
に
あ
た

る
一
八
〇
〇
ム
ー
が
合
作
社
に
よ
る
小

麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
キ
ノ
コ
生
産
な

ど
の
農
業
経
営
、
残
り
が
個
々
の
村
民

に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
。
工
業
用

に
転
用
さ
れ
企
業
へ
貸
し
出
さ
れ
た
一

一
〇
〇
ム
ー
と
合
わ
せ
る
と
、
集
団
所

有
地
の
大
半
が
行
政
村
に
よ
っ
て
経
営

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

Ｎ
Ｆ
村
の
経
営
収
支
を
み
る
と
、
年

間
収
入
二
七
六
万
元
の
う
ち
、
企
業
か

ら
の
地
代
収
入
一
七
〇
万
元
と
合
作
社

へ
の
補
助
金
七
六
万
元
が
大
部
分
を
占

め
て
お
り
、
合
作
社
経
営
か
ら
の
粗
収

入
は
三
〇
万
元
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
支

出
八
〇
万
元
の
ほ
と
ん
ど
が
農
業
部
門

の
コ
ス
ト
で
占
め
ら
れ
、
合
作
社
経
営

は
完
全
に
赤
字
で
あ
る
が
、
行
政
村
と

合
作
社
の
財
政
は
ま
だ
明
確
に
分
離
さ

れ
て
お
ら
ず
、
赤
字
部
分
は
村
の
地
代

収
入
で
補
て
ん
さ
れ
て
い
る
。
幹
部
は

今
後
村
財
政
の
な
か
か
ら
水
利
施
設
や

貯
蔵
施
設
へ
の
投
資
、
農
産
物
の
ブ
ラ

ン
ド
化
を
行
い
合
作
社
経
営
の
黒
字
化

を
は
か
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
。
差
額

の
収
益
部
分
は
株
主
と
な
っ
て
い
る
村

民
へ
の
配
当
、
福
利
厚
生
や
イ
ン
フ
ラ

整
備
な
ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
調
査
時
点
で
は
村
民
は
配

当
額
に
満
足
し
て
い
る
が
、
村
幹
部
の

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
大
き
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｎ
Ｆ
村
の
土
地
株
式

合
作
制
で
は
集
団
資
産
で
あ
る
土
地
を

村
リ
ー
ダ
ー
が
請
負
い
、
経
営
を
行
っ

て
い
る
。
他
方
株
主
で
あ
る
村
民
は

リ
ー
ダ
ー
の
経
営
能
力
を
信
頼
し
て
自

ら
の
所
有
す
る
資
源
（
土
地
の
経
営

権
）
を
委
託
し
、
合
作
社
の
利
益
か
ら

分
配
を
受
け
て
い
る
。
持
ち
株
会
社
の

よ
う
な
経
営
方
式
と
い
え
よ
う
。

●�

事
例
②
：
長
江
デ
ル
タ
に
お
け

る
村
民
小
組
に
よ
る
資
源
管
理

　

江
蘇
省
無
錫
市
宜
興
は
、
南
京
市
か

ら
車
で
二
時
間
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
、

太
湖
の
西
岸
に
位
置
す
る
県
級
市
で
あ

る
。
長
江
デ
ル
タ
に
位
置
す
る
蘇
南
地

域
は
、
郷
鎮
企
業
に
よ
る
農
村
工
業
化

が
成
功
し
た
事
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。

周
辺
は
工
場
な
ど
就
業
機
会
が
豊
富

で
、
地
域
住
民
は
も
っ
ぱ
ら
兼
業
で
自

給
的
な
水
稲
を
営
ん
で
い
る
。
地
形
は

平
坦
で
ク
リ
ー
ク
が
網
目
状
に
分
布

し
、
地
元
で
「
荡ダ

ン

」
と
呼
ば
れ
る
池
も

多
く
、
豊
富
な
水
資
源
を
生
か
し
た
水

産
養
殖
も
盛
ん
で
あ
る
。
農
民
純
収
入

は
事
例
①
と
ほ
ぼ
同
水
準
で
あ
る
。

　

か
つ
て
水
運
が
発
展
し
て
い
た
た

め
、
白
い
壁
と
黒
い
瓦
屋
根
の
家
屋
で

形
成
さ
れ
た
集
落
は
ク
リ
ー
ク
や
道
路

沿
い
に
分
散
し
て
い
る
。
先
述
の
と
お

り
一
行
政
村
に
複
数
の
自
然
村
、
村
民

小
組
が
含
ま
れ
て
お
り
、
例
え
ば
調
査

対
象
地
の
Ｑ
Ｔ
行
政
村
に
は
二
五
自
然

村
、
三
八
村
民
小
組
が
含
ま
れ
る
。
自

然
村
は
単
姓
村
が
多
く
、
血
族
の
利
益

を
代
表
し
て
い
る
。

　

Ｑ
Ｔ
村
を
例
に
、
村
財
政
の
特
徴
を

述
べ
る
。
Ｑ
Ｔ
村
の
年
間
収
入
八
三
万

二
〇
〇
〇
元
の
う
ち
、
主
な
財
源
は
村

内
に
立
地
す
る
企
業
三
〇
社
や
村
民
か

ら
の
養
魚
池
レ
ン
タ
ル
料
や
地
代
収
入

に
よ
る
七
〇
万
八
〇
〇
〇
元
、
補
助
金

一
一
万
八
〇
〇
〇
元
と
な
っ
て
い
る
。

支
出
は
四
四
万
七
〇
〇
〇
元
と
な
っ
て

お
り
、
差
額
の
な
か
か
ら
行
政
村
は
イ

ン
フ
ラ
建
設
、
年
金
な
ど
公
共
サ
ー
ビ

ス
を
村
民
に
提
供
し
て
い
る
。
事
例
①

と
対
照
的
な
の
が
、
行
政
村
に
よ
る
事

業
収
入
が
全
く
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
財
政
の
特
徴
を
み
る
限
り
、
Ｑ
Ｔ

行
政
村
は
集
団
資
産
を
使
っ
た
不
動
産

レ
ン
タ
ル
業
に
特
化
し
て
い
る
と
い
え

る
。

　

続
い
て
こ
の
地
域
の
集
団
所
有
資
源

の
管
理
方
法
を
具
体
的
に
み
て
い
き
た

い
。
注
目
す
べ
き
集
団
所
有
資
源
は
土

地
と
た
め
池
で
あ
る
。
ま
ず
、
土
地
は

事
例
①
と
異
な
り
村
民
小
組
が
所
有
主

体
で
あ
る
。
一
部
の
村
民
小
組
は
小
組

メ
ン
バ
ー
の
合
意
を
得
た
う
え
で
、
本

来
各
戸
に
分
配
さ
れ
て
い
た
農
地
を
回

収
・
集
積
し
、
大
規
模
農
家
へ
貸
し
付

け
、
地
代
を
得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
得
ら
れ
た
収
入
は
村
民
小
組
メ
ン

バ
ー
間
で
分
配
し
た
り
、
小
規
模
水
利

施
設
の
修
繕
な
ど
の
た
め
に
プ
ー
ル
し

た
り
す
る
。
ま
た
、
こ
の
地
域
で
は
隣

接
す
る
工
業
団
地
建
設
の
た
め
に
農
地

が
地
方
政
府
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
る
機

会
が
多
い
が
、
補
償
金
の
分
配
方
法
も

各
小
組
の
話
し
合
い
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
。
行
政
村
は
小
組
内
の
意
思
決
定
に

介
入
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
違
法
行
為

が
行
わ
れ
な
い
よ
う
監
視
し
た
り
、
紛

争
が
発
生
し
た
と
き
に
調
停
し
た
り
す

る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

次
に
養
魚
池
の
管
理
の
状
況
を
み
る

と
、
所
有
主
体
は
池
の
作
ら
れ
た
歴
史

的
経
緯
に
よ
っ
て
行
政
村
あ
る
い
は
村

民
小
組
ど
ち
ら
の
場
合
も
あ
る
。
村
民

へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
地
域
に

は
天
然
の
池
以
外
に
二
〇
〇
〇
年
頃
に

鉄
道
や
高
速
道
路
建
設
の
た
め
の
砂
利

採
取
跡
を
養
魚
池
と
し
て
開
発
し
た
も

の
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
個
人
が
村

民
小
組
や
村
民
の
許
可
を
得
て
耕
作
放

棄
地
に
作
っ
た
も
の
な
ど
、
様
々
な
タ

イ
プ
の
養
魚
池
が
存
在
す
る
。
調
査
し

た
池
の
運
営
方
法
は
全
て
個
人
へ
の
貸

し
付
け
に
よ
る
請
負
経
営
で
あ
り
、
レ

ン
タ
ル
料
は
現
金
や
魚
な
ど
の
現
物
で

所
有
主
体
へ
支
払
わ
れ
て
い
た
。

中国の「村」を理解する ―共有資源管理を手掛かりに―
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●
中
国
農
村
社
会
を
み
る
手
が
か
り

　

二
つ
の
調
査
地
の
集
団
所
有
資
源
管

理
に
お
け
る
各
主
体
の
役
割
を
整
理
す

る
と
、
表
2
の
よ
う
に
な
る
。
事
例
①

の
北
京
近
郊
の
村
で
は
、
資
源
の
所
有

主
体
と
管
理
主
体
が
い
ず
れ
も
行
政
村

で
一
致
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
所
有
と

権
力
が
行
政
村
と
い
う
単
位
に
集
中
し

て
お
り
、
資
源
の
分
布
構
造
が
比
較
的

単
純
で
あ
っ
た
た
め
、
行
政
村
が
ま
と

ま
っ
た
資
源
（
土
地
）
を
動
か
す
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
行
政

村
主
導
の
株
式
合
作
制
に
よ
る
土
地
資

源
管
理
が
実
現
し
た
。

　

他
方
、
事
例
②
の
長
江
デ
ル
タ
の
村

で
は
、
所
有
と
権
力
が
各
村
民
小
組
に

分
散
し
て
い
る
。
血
族
集
団
で
も
あ
る

村
民
小
組
の
独
立
性
が
高
く
、
行
政
村

に
よ
る
ま
と
ま
っ
た
資
源
動
員
が
困
難

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
資
源
の
管
理
主

体
は
村
民
小
組
で
あ
り
、
行
政
村
は
許

可
や
承
認
、
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
の

調
停
役
と
な
っ
た
。
運
営
方
法
も
、
資

源
の
規
模
が
小
さ
い
た
め
合
作
社
の
よ

う
な
企
業
的
経
営
に
適
さ
ず
、
個
人
に

よ
る
請
負
管
理
と
い
う
二
者
間
の
契
約

取
引
が
主
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
資
源
分
布
、

組
織
構
造
の
違
い
に
応
じ
て
、
集
団
所

有
制
を
前
提
に
地
域
社
会
内
部
の
対
立

を
避
け
る
た
め
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
の

制
度
実
験
の
結
果
生
ま
れ
て
き
た
資
源

管
理
の
制
度
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

政
策
担
当
者
が
地
域
社
会
の
特
徴
を

誤
っ
て
認
識
し
た
た
め
に
生
じ
た
問
題

も
、
数
多
く
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
調

査
地
②
に
お
け
る
行
政
村
幹
部
へ
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
上
級
政

府
か
ら
の
要
請
で
株
式
合
作
社
を
設
立

し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
先
述
の
と

お
り
、
調
査
地
②
の
土
地
資
源
は
村
民

小
組
ご
と
に
分
散
し
て
お
り
、
行
政
村

が
各
小
組
と
協
議
し
て
土
地
を
集
約
し

株
式
合
作
化
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で

あ
り
、
か
つ
労
力
に
見
合
う
利
益
を
生

み
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
そ
れ
で
も
当
時
中
国
の
一

部
の
地
域
で
先
進
的
な
モ
デ
ル
と
し
て

喧
伝
さ
れ
て
い
た
株
式
合
作
制
を
導
入

す
れ
ば
政
治
的
な
業
績
に
な
る
と
考
え

た
の
か
、
上
級
政
府
の
幹
部
は
行
政
村

幹
部
に
経
済
実
態
の
存
在
し
な
い
、
書

類
上
に
の
み
存
在
す
る
ダ
ミ
ー
株
式
合

作
社
を
設
立
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
例
は
、
中
国
の
農
村
社
会
に
お
い

て
行
政
組
織
、
社
会
的
単
位
と
資
源
の

分
布
構
造
の
関
係
を
正
し
く
理
解
し
な

け
れ
ば
、
集
団
所
有
資
源
の
効
率
的
な

管
理
や
そ
れ
を
利
用
し
た
地
域
開
発
を

行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
如
実
に
体
現
し
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
本
稿
で
み
て
き
た
中
国
の

「
村
」
を
理
解
す
る
た
め
の
コ
ツ
が
、

今
後
の
農
村
開
発
に
役
立
て
ら
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
る
。

（
や
ま
だ　

な
な
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

環
境
・
資
源
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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表 2　2事例の共有資源管理における各主体の役割

事例 資源 所有主体 経営主体 投資主体 利益分配
行政村の
役割

村民小組
の役割

①華北 土地 行政村 行政村 行政村 株式合作 経営主体 －

②長江デルタ

土地 村民小組 村民 村民 請負 －
仲介・
調整

養魚池
行政村・
村民小組

村民 村民 請負
許可・
承認

－

（出所）村・合作社幹部からのヒアリングに基づき、筆者作成。
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